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業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 

［令和５年４月 11日開催 全国信用組合中央協会］ 

 

１．「ＳＮＳで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急

対策プラン」について 

○ 本年１月に発生した狛江市強盗殺人事件を含め、ＳＮＳ上で実行犯を募集

する強盗事件が広域で多発し、また、特殊詐欺被害も急増している。こうし

た情勢を踏まえ、３月 17日、標記の緊急対策プランが策定された。 

○ 金融庁関連の施策としては、 

① 預貯金口座の不正利用防止対策の強化として、 

・ 不審な出金等がある口座について取引時確認を徹底・強化すること、 

・ 店頭窓口で取引する際に、詐欺被害が疑われる顧客への注意喚起を 

徹底・強化すること、 

・ 制度改正を含め、非対面の本人確認において公的個人認証の積極的 

な活用を推進すること 

② 帰国する在留外国人から譲渡された口座を犯罪者グループ等が悪用

することのないよう、 

・ 在留期限に基づいた口座管理を強化すること、 

・ 在留期限情報の共有態勢を検討すること 

が盛り込まれている。 

○ 今後、関係する業界団体とも意見交換を行いながら、関係省庁と具体策を

検討していきたいと考えており、犯罪対策の強化のため、協力いただきたい。 
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２．マネロン対策等にかかる実態調査発出について 

○ マネロン対策等については、各業法に基づく報告徴求命令を発出し、毎年、

各金融機関の取引実態やマネロン対策等に係るデータの提出をお願いして

いる。本年も、2023年３月末時点の報告に向けて、報告様式を送付しており、

５月末までの提出をお願いしたい。 

○ なお、昨年までに報告徴求により提出いただいた自己評価とマネロン検査

の結果を比較してみると、金融機関が報告徴求で態勢整備ができていると申

告した項目でも、実際に検査では態勢整備が不十分と判断される項目がかな

りの数に上っており、金融機関の自己評価と実際の態勢整備状況に差が出て

いる状況にある。 

○ マネロン態勢整備期限まで残り１年を残すところとなり、自社の態勢状況

を適切に把握することが重要である。 

各経営陣におかれては、マネジメントの観点から、 

・ マネロン対策の担当部門が作成した報告が、自社の検査指摘事項や金融

庁が勉強会等で示した着眼点を踏まえて、客観的かつ適切に自社の態勢を

評価できているか、過度に過大な評価となっていないかを、今一度担当部

門に確認いただきたい。 

・ また、担当部門への適切な人材の配置ができているか、改善策の実施に

当たって社内の調整に支障が生じていないかといった点についても、確

認・改善を行っていただき、2024年３月末の期限までにマネロン管理態勢

の整備を完了していただくよう、改めてお願いしたい。 

 

３．金融商品販売・管理態勢に関するアンケート調査結果の還元及び「取組方

針・取組状況」の充実について 

○ 先般、地域銀行向けに金融商品販売・管理態勢に関するアンケート調査を

実施した。調査結果で見られる課題は、業態によって差はあるが、他業態で

も参考になるので紹介する。（調査結果は４月 11日に金融庁ウェブサイトで

公表済み。） 
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○ 調査結果について懸念点をいくつか申し上げると、 

 ① リスク・リターン・コスト等を含む商品性の事前検証について、３割

弱の銀行で「実施していない」との回答があった。 

  ※ 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では「個別の金融商品について、

そのリスク、リターン、コスト等といった顧客が金融商品への投資を行う上で必

要な情報を十分に分析・特定しているか」が監督上の着眼点とされており、また、

顧客本位の業務運営に関する原則６においても「顧客にふさわしい金融商品・サ

ービスの組成、販売・推奨等を行うべき」とされている。 

② 三線管理について、１割強の銀行で準拠性に留まらない検証※を「実

施していない」との回答があったほか、ごく一部の銀行ではあるが、販

売手数料の高い金融商品の販売に傾注しないための工夫・検証や苦情を

踏まえた販売態勢の検証・見直しを「実施していない」との回答があっ

た。 

※ 例えば、高齢者に外貨建て一時払い保険を販売する際、行内規定で親族の同席が

必要と規定している銀行が多いが、同席有無の外形的な事実のみの検証に留まり、

販売偏重等について検証していない事例も散見される。 

○ なお、これまでのモニタリングを踏まえると、「実施している」と回答した

銀行の中にも、そうした取組みができていない先が多く、実際の販売態勢や

営業実態について認識できていない先があることが懸念される。 

○ こうした取組みを行わず、「顧客の最善の利益」を追求していくことは困

難であると考えており、改めて現状の取組結果や態勢について検証いただく

とともに、必要に応じて、「取組方針」を見直していただきたい。 

※ 四半期最終月の販売偏重や外貨建て一時払い保険の販売偏重がないかといっ 

た点についての検証も含む。 

○ 金融庁としても、継続的に金融機関のモニタリングを行い、販売・管理態

勢の向上に資する問題提起を行っていくが、経営陣におかれては、顧客本位

の業務運営の確保・推進に向けて、リーダーシップを発揮していただきたい。 
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４．各地域における事業再生等の事業者支援策・支援事例に関する説明会 

○ 新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受け、厳しい状況に置

かれている事業者が存在。特に、債務が増大した事業者に対し、事業再生や

再チャレンジを支援する必要性が高まってきている。 

○ 政府においては様々な支援策を用意しているが、事業者からは「政府の支

援策が地域金融機関の現場まで十分に浸透していない」等の声も聞かれてい

るところ、各地域において、官民金融機関や認定支援機関、経済団体等を対

象に、事業再生支援等の事業者支援策や支援事例を紹介する説明会を開催さ

せていただく。 

○ 具体的には、４月 17 日に、全国団体を招いたキックオフ会議ならびに東

京・千葉・神奈川の関係機関を対象にした説明会を開催し、その後、６月に

かけて、全国各地で地域ブロックごとの説明会を開催していく予定。 

○ 各組合におかれては、本説明会を、政府の支援策の理解促進に役立ててい

ただき、事業再生支援など、事業者のニーズに応じたきめ細やかな支援に、

より一層取り組んでいただくようお願いしたい。 

 

５．経営者保証に係る監督指針改正について 

○ 経営者保証について、改正監督指針が４月１日より適用された。内容につ

いては既に説明会などで周知の通りだが、今後保証契約を締結する際には、

保証の必要性等をより詳細に説明することを求めている。その中で、根保証

契約に関して 1点お願いをしたい。 

○ ４月以降に締結される根保証契約については、根保証契約締結時に、改正

監督指針に基づく説明がなされることになるが、３月以前に根保証契約が締

結されていた場合、（民法上認められている）最大５年間、改正監督指針に基

づく説明がなされない可能性がある。 

○ そのため、各組合にはご負担が生じることになるが、３月以前に根保証契

約を締結した取引先については、個別融資の実行時や顧客訪問のタイミング

で構わないので、保証人に対して改正監督指針に基づく説明を早期に行って
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いただきたい。 

○ なお、本件も含め改正監督指針に基づく運用等にご不明点があれば、お近

くの財務局や金融庁まで問い合わせいただきたい。 

 

６．地域金融機関の事業者支援能力向上を後押しする取組について 

○ 新型コロナウイルス感染症や物価高等の影響を幅広い地域・業種の事業者

が受ける中、地域経済の成長の支え手である地域金融機関の役割がより一層

重要となっている。 

○ 金融庁では、地域金融機関の事業者支援能力の向上を後押しするため、

2022年度において、 

① AIや ICT技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究 

② 業種別の経営改善支援の効率化に向けた調査・研究 

の２件の調査・研究（委託事業）を実施し、取りまとめた調査・研究結果に

ついて 2023年３月 30日に金融庁ウェブサイトにて公表した。 

各組合におかれては、これらの調査・研究の結果等を活用しながら、引き続

き事業者支援に取り組んでいただきたい。 

○ また、地域金融機関の現場職員の間で、地域・組織・業態を超えて事業者

支援のノウハウ・知見を共有する取組についても引き続き後押していくので、

各組合におかれても、現場職員の方々の積極的な参加・活用を後押しいただ

きたい。 

（参考）「地域金融機関の事業者支援能力の向上を後押しする取組」（金融庁ウェブサイト） 

  URL：https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20230330/20230330.html 

 

７．全資産担保を活用した融資・事業再生実務に関する研究について 

○ 金融庁において法制化の検討を進めている事業成長担保権について、実務

上の具体的な活用イメージを提供するため、2022年４月より、既に類似の全

資産担保を活用した融資実務が根付いている米英の担保制度や実務に係る
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委託調査を行い、2023 年 3月 31 日に、その成果物を金融庁ウェブサイトに

て公表した。 

○ 当該調査では、米英の制度や実務の調査に加え、日本における事業性融資

を後押しする観点から、当該調査結果を踏まえた日本の実務への示唆につい

て、研究会にて議論した成果も取りまとめた。 

○ 事業成長担保権の法制化や実務上の環境整備に係る検討については、引き

続き、忌憚のない意見をいただきたい。 

 

８．外国人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家への金融サービス提供

について 

〇 政府においては、「新しい資本主義」の実現に向け、スタートアップを、社

会的課題を成長のエンジンに転換して持続可能な経済社会を実現するもの

と位置付け、様々な取組みを進めている。 

〇 2022 年 12 月の「規制改革推進に関する中間答申」等においては、国家戦

略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用

する外国人起業家から、入国後６月経過以前に口座開設の取引の申し出があ

った場合、起業準備活動計画確認証明書等を確認の上で、居住者口座又は居

住者と同等の口座の開設が可能となるよう、金融庁が令和４年度中に所要の

措置を講ずることとされた。 

〇 上記を踏まえ、2023年２月、関係省庁と調整の上、上記内容について、金

融庁から各金融機関向けに要請を行った。各組合におかれては、組合内での

周知等を行い、丁寧な顧客対応に万全を期していただきたい。 

（参考） 規制改革推進に関する中間答申（2022年 12月 22日）より抜粋 

 第一部：当面の規制改革の実施事項 

Ⅱ 各個別分野における実施事項 

１．スタートアップ・イノベーション  

ア 海外起業人材の活躍に資する制度見直し 

f   金融庁は、財務省と連携しながら、海外活力の取り込みを通じたスタート
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アップの育成に向け、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人

起業活動促進事業等を活用する外国人起業家が、本邦に入国後６月以上経過

又は本邦内での事務所勤務の双方を満たしていない状態で、預金口座の開設

を国内金融機関に対して申し出た際、当該在留資格の認定のため事業実施主

体が発行した起業準備活動計画確認証明書の提示等の要件を満たす場合には、

当該外国人に対して居住者口座又は居住者と同等の口座の開設が可能となる

よう、令和４年度中に所要の措置を講ずる。 

 

９．外国企業の口座開設対応について 

〇 政府においては、イノベーションの創出や海外経済の活力の取り込みを通

じ、日本経済全体の成長力を強化する等の観点から、対日直接投資の促進に

取り組んでおり、2021年には「対日直接投資促進戦略」を策定した。その後、

同戦略に掲げられた事項や、対日直接投資を推進するために重点的に進める

べき事項を検討するため、対日直接投資推進会議のワーキンググループにて

議論が進められ、2022年 12月に「中間整理（取組の方向性）」が取りまとめ

られた。 

〇 その中で、ビジネス環境の整備のため、外国人・外国企業の口座開設の円

滑化等に取り組むことが盛り込まれ、金融庁において、JETRO、全国銀行協会

と連携の上、2023 年３月に JETRO のウェブサイト（日本語版、英語版両方）

へ法人口座開設に必要な一般的な書類等を掲載した。 

（参考） 中間整理（取組の方向性）（2022年 12月 23日公表） 

２．海外の人材や資金を呼び込むビジネス環境の改善 

（６）ビジネス環境の整備 

〇 JETRO との連携等による銀行口座開設の標準手続の英語での公表等の取組を通

じて、外国人・外国企業の銀行口座開設を円滑化。【金融庁、経産省】 

（参考） JETROウェブサイト（２. 法人口座開設） 

https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/reference.html 

〇 各組合においては、引き続き、外国人個人の銀行口座開設対応を含め、丁

寧な顧客対応に万全を期していただきたい。 
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10．国連安保理決議の着実な履行について（北朝鮮関連） 

〇 2023年４月５日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネル

が、2022 年７月から 2023 年１月にかけての国連加盟国による北朝鮮制裁の

履行状況等の調査結果と国連加盟国への勧告を含む最終報告書を公表。 

〇 同報告書では、 

・ 北朝鮮が暗号資産関連企業及び取引所等へのサイバー攻撃を継続し暗号

資産を窃取していること 

・ 北朝鮮による石油精製品の不正輸入および石炭の不正輸出が継続してい

ること 

等の事案概要や、必ずしも制裁対象ではないが、こうした事案に関与してい

る疑義がある会社名や個人名、船舶の名前について記載。 

〇 同報告書を踏まえ、各金融機関においては、サイバーセキュリティ対策を

徹底していただくとともに、安保理決議の実効性を確保していく観点から、

報告書に記載のある企業や個人、船舶については、 

・ 融資や付保などの取引が存在するかどうかに関する確認、 

・ 取引がある場合には、同報告書で指摘されている事案に係る当該企業・

個人等への調査・ヒアリング、 

などをしっかりと行った上で、適切に対応いただきたい。 

 

11．NISAの周知・広報について 

〇 先般、税制改正大綱に盛り込まれたことをお伝えしていた NISA の抜本的

拡充・恒久化については、改正税法が成立して、新しい NISA が来年１月よ

り開始することとなった。 

〇 新しい NISA に対する国民の関心が高まっているので、政府としては、こ
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うした機会をとらえて、特に年内において、連携を密にして、①ライフプラ

ンに基づく資産形成の重要性、②これを踏まえた NISA の賢い活用、などの

メッセージを国民の幅広い層に届けられるよう、周知・広報活動を活発化し

たいと考えている。 

〇 このため、各行には、現場レベルも含めて、NISA等についての周知・広報

活動の積極的な展開と、金融庁も含めた関係団体の連携強化を改めてお願い

するものであるが、その際に以下の２点に留意いただきたい。 

① NISA の周知・広報に当たっては、必ず、ライフプランに基づく資産形

成の重要性を併せて周知していただいた上で、資産形成のための選択肢

の一つとして、NISAの活用が考えられる、と正確にお伝えいただきたい。 

② NISA の活用は、投信や株式等に対する投資なので、値下がり等のリス

クを負うこと、また、NISA は、長期・積立・分散の投資を慫慂するもの

であることを、明確にお伝えいただきたい。 

〇 この２点については、実際に顧客にご案内をする現場に周知願いたい。金

融庁としても、周知に活用できるコンテンツのサンプル（参考）になるもの

を至急、検討中であり、今後、早急にフィードバックさせていただくので、

必要に応じて、活用願いたい。 

 

12．金融行政モニター制度について 

○ 金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金

融行政に関する意見等を伺ってきているが、金融機関などからは、聴き手が

金融庁職員であることにより、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいと

のご指摘もあるところ。 

○ 金融庁では、金融機関及びその職員などからの金融行政に対する率直な意

見等を中立的な第三者である外部専門家に直接お届けし、金融行政に反映さ

せる仕組みとして、平成 28 年１月より「金融行政モニター受付窓口」を設

置。 

○ 本制度では、モニター委員から金融庁に伝えられる際に、個人や所属組織
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を特定できる情報は全てマスキングすることで意見提出者の匿名性を厳格

に担保。 

○ 設置以降 286件（令和 5年 3月末現在）のご意見を受け付けており、これ

らは金融庁幹部職員等に共有されるだけでなく、これまで制度改正に繋がっ

ている例もある。 

○ 最近寄せられた意見では、ホームページの苦情受付窓口において必要以上

に個人情報の入力が求められているのではないかといったものがあり、各金

融機関が顧客本位の業務運営を進められている中で、色々なサービスが顧客

の目線に立っていないために顧客の誤解を招いているケースに関するもの

もあり、今一度顧客の側に立って、各種取組みを見直していただきたい。 

○ ３月 31 日に金融行政モニター委員との意見交換会を開催し、委員より、

①金融行政モニターの運用のあり方、②新たな NISA 制度、③顧客本位の業

務運営、④若者の消費者トラブル等について意見があった。こうした点も踏

まえつつ、金融行政の改善に努めていきたい。 

○ 金融行政モニター制度の意義としては、①金融機関から、金融庁から独立

したモニター委員に直接に声をいただき、金融行政の改善に繋げることがで

きる、②個別の金融機関の対応事例について、監督当局と金融機関の対話の

契機になるというようなケースが想定される。そのいずれのケースにおいて

も、重要なことは、受け付けたご意見をただこなすのではなく、丁寧に対応

し、個別案件の対応に限らず、金融行政の改善に繋げる観点から前向きに対

応することであると考えている。この点で、改善点等お気づきの点があれば

教えていただけると幸い。金融行政モニター制度を貴協会傘下金融機関及び

その職員に周知願いたい。 

○ 他方、国民や顧客の目から見て、適切かどうかを意識した運営も重要であ

り、今後、可能な限り公表の対応も検討していきたい。 

 

13．金融庁広報誌「アクセス FSA 2023年 4月号」の発行 

〇 金融庁広報誌「アクセスＦＳＡ 2023年４月号」を発行。 
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（注）今月号の主な内容は以下のとおり。 

― 金融庁主催 サステナビリティ開示に係る国際カンファレンスの開催 

― 「Regional Banking Summit （Re:ing/SUM）」×「日経地方創生フォーラム」の開催 

― 中小企業の金融の円滑化等に関する意見交換会 

― 第 51回金融審議会総会・第 39回金融分科会合同会合の開催 

― 金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グ

ループ」報告 

― 「地域金融機関の事業者支援能力向上を後押しする取組み（前編） 

～『業種別支援の着眼点』の公表～ 

― 市場へのメッセージ ～課徴金納付命令勧告の解説～ 

〇 以下の URL または QR コードからご覧いただけるので、各社の職員の方々

にも、本誌をご紹介いただきたい。 

 金融庁ウェブサイト：https://www.fsa.go.jp/access/index.html 

 QRコード： 

 

 

（以 上） 

https://www.fsa.go.jp/access/index.html

